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「投資信託説明書（交付目論見書）」のご請求、お申込みは

お申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）をご覧ください。

当ファンドの手数料等の概要
■ お申込手数料：上限3.15％（税込）  ■ 実質的な信託報酬率：年率1.94025％程度  
■ 信託財産留保額：換金時基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
※その他の費用等の詳細につきましては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

当ファンドの主なリスク

PCAグローイング・アジア株式オープン
追加型投信／海外／株式
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※当資料は投資信託
説明書（交付目論見
書）ではありません。

株価変動リスク/為替変動リスク/信用リスク/流動性リスク/カントリーリスク
当ファンドは、値動きのある投資信託証券を主要投資対象とします。このため、一般的にわが国の預貯金
および国債等と比較して高いリスクがありますので、ご購入時の価額を下回ることもあります。













当ファンドのリスクについて
PCAグローイング・アジア株式オープン

当ファンドは､投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券に投資するため､当ファンド
の基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け､変動します｡また､外貨建資産に
投資しますので､為替変動リスクもあります｡したがって､当ファンドは投資元本が保証されている
ものではありません｡当ファンドの運用による損益は､すべて投資者のみなさまに帰属します。

●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・
　オフ）の適用はありません。

株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状
況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、主に株式に実質的に投資を行
いますので、基準価額は株価変動の影響を受けます。

当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について原則として為替ヘッジを行
いませんので、為替レートの変動の影響を受けます。為替相場が円高方向に変動
した場合には、基準価額の下落要因となります。

有価証券の発行者の経営･財務状況やそれらに対する外部評価の悪化により、組
入れた有価証券の価格が大きく下落し、基準価額の下落要因となる場合がありま
す。

投資対象国･地域の政治･経済･社会情勢等の変化や法制度の変更等により市
場が混乱した場合などには、組入れた有価証券の価格が下落し、基準価額の下
落要因となる場合があります。

組入れた有価証券の市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場
合、当該有価証券を希望する時期や価格で売却できないことがあり、基準価額の
下落要因となる場合があります。

基準価額の変動要因

＜基準価額の変動要因となる主なリスク＞

その他の留意点

株価変動リスク　政治経済情勢や発行企業の業績の変化により株式の価格が変動するリスク

為替変動リスク　為替レートの変動による外貨建資産の価格変動リスク

信用リスク　有価証券の発行者の経営･財務状況の悪化などにより有価証券の価格が下落するリスク

流動性リスク　市場における有価証券の取引量が少なく希望価格で売却できないリスク

カントリーリスク　投資対象国･地域の政治･経済･社会情勢の変化による有価証券の価格変動リスク
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お申込メモ
購 入 単 位
購 入 価 額
購 入 代 金
換 金 単 位
換 金 価 額
換 金 代 金
購入・換金申込受付不可日

申 込 締 切 時 間
換 金 制 限
購入･換金申込受付の
中 止 及 び 取 消 し

信 託 期 間
繰 上 償 還

決 算 日
収 益 分 配

信託金の限度額
公 告
運 用 報 告 書

課 税 関 係

販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。
お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
購入代金はお申込みの販売会社の定める日までにお支払いください。
販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。
換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。
換金の受付日から起算して原則として6営業日目からお支払いします。
お申込みは原則として毎営業日に受付けますが、営業日が下記①～③のいずれかに当たる場合は購入・換金
のお申込みはできません。
　①シンガポールの金融商品取引所の休場日または銀行休業日
　②ルクセンブルグの金融商品取引所の休場日または銀行休業日
　③インドおよび中国の金融商品取引所がともに休場となる日
原則として午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
金融商品取引所における取引の停止､外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは､購入･換金の
お申込みの受付けを中止すること､既に受付けたお申込みの取消しを行うこと､またはその両方を行うことがあり
ます。
原則として無期限（平成19年6月29日設定）
受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合､信託終了前に信託契約を解約することが受益者の
ため有利であると認めるとき､またはやむを得ない事情が発生したときは､受託会社と合意のうえ､委託会社の
判断により繰上償還を行う場合があります。
原則として毎年6月20日および12月20日（休業日の場合は翌営業日）
原則として年2回の決算時に､収益分配方針に基づき分配を行います。ただし､分配対象額が少額の場合は､
収益分配を行わないこともあります｡
また､受益者と販売会社との契約によっては､税金を差引いた後無手数料で収益分配金の再投資が可能です｡
1,000億円
受益者に対する公告は､日本経済新聞に掲載します。
委託会社は､年2回（6月および12月の決算時）および償還時に運用報告書を作成し､販売会社を通じて
知れている受益者に交付します。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。益金不算入制度および配当控除の適用はありません。

ファンドの費用
投資者が直接的に
負 担 す る 費 用

投資者が信託財産で
間接的に負担する費用

■ 購入時手数料

■ 信託財産留保額

■ 当ファンドの運用管理費用
（信 託 報 酬）
配 分

　
　
　
　
　

■ 投資対象とする投資信託証券

　 実質的な負担
■ その他の費用・手数料

委託会社およびファンドの関係法人

委 託 会 社

受 託 会 社

販 売 会 社

投 資 顧 問 会 社

ピーシーエー･アセット･マネジメント株式会社
（平成22年12月20日付けで「PCAアセット・マネジメント株式会社」に商号変更予定）
当ファンドの委託会社として信託財産の運用業務等を行います。
住友信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理業務等を行います。
販売会社に関しては、次の照会先までお問合わせください。
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社　TEL.03-5224-3400（受付時間は営業日の午前9時から午
後5時まで）
ホームページアドレス  http://www.pcaasset.co.jp/
当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、換金に関する事務、収益分配金・換金代金・償還金の支払い
に関する事務等を行います。
当社グループのシンガポール運用会社（PAMS）
委託会社より当ファンドの運用の指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判断、発注等を行います。

3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、お申込受付
日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額を購入時にご負担いただきます。
換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を換金時にご負担
いただきます。

純資産総額に対して年率1.39650％（税抜1.33％）を乗じて得た額が毎日費用とし
て計上され､毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます。

※委託会社への報酬には、運用の委託先への報酬が含まれます。
それぞれの投資信託証券ごとに、運用報酬および管理報酬等がかかります。詳細につ
いては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

年率1.94025％程度（概算値であり、変動します。）
有価証券の売買時の売買委託手数料､外国における資産の保管等に要する費用､
監査費用等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費用･手数料｣は､運用状況等により変動するため､事前に料率・上限額
等を表示することができません。

委託会社およびその他の関係法人の概要は以下の通りです。
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当ファンドの詳細につきましては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※手数料等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法の概要は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社
販売会社
受託会社

年率0.6300％（税抜 0.60％）
年率0.7350％（税抜 0.70％）

年率0.0315％（税抜 0.03％）

各販売会社の取扱い
純資産残高のうち
100億円以下の部分

年率0.5775％（税抜 0.55％）
年率0.7875％（税抜 0.75％）

各販売会社の取扱い
純資産残高のうち
100億円超の部分


